
こ
ん
に
ち
は
！
 

市
民
病
院
で
す
！

　
長
ら
く
薬
局
で
仕
事
を
し
て
い

ま
す
。
日
頃
、
一
番
多
い
質
問
は
、

「
こ
の
薬
は
き
つ
い
か
？
」
で
す
。

　
こ
の
質
問
に
答
え
る
の
は
、
と

て
も
難
し
い
で
す
。
実
際
に
、
多

く
の
人
に
副
作
用
が
出
る
薬
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
す
べ
て
の

人
に
同
じ
よ
う
に
出
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
薬
で
も
、
何

と
も
な
い
人
が
い
ま
す
。

　
そ
の
一
方
で
、
誰
で
も
ど
ん
な

人
で
も
大
丈
夫
と
い
う
薬
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
副
作
用
が
出
る
人
が
多
い
か
少

な
い
か
、
確
率
が
低
く
て
も
重
い

副
作
用
が
出
る
か
出
な
い
か
な
の

で
す
。

　
ち
な
み
に
、
わ
た
し
自
身
は
、

す
ご
く
副
作
用
が
出
ま
す
。
じ
ん

ま
疹
が
出
た
り
、
手
が
震
え
た
り
、

下
痢
を
し
た
り
。
同
じ
薬
で
あ
っ

て
も
、
必
ず
そ
う
な
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
日
の
体
調
な

ど
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。

　
効
果
も
そ
う
で
す
。

　
時
々
、
痛
み
止
め
を
飲
み
ま
す
。

い
つ
も
同
じ
薬
で
す
が
、
よ
く
効

く
時
と
、
ま
っ
た
く
効
か
な
い
時

が
あ
り
ま
す
。

　
わ
た
し
の
場
合
は
、
飲
む
タ
イ

ミ
ン
グ
が
大
事
で
す
。

　
早
め
に
飲
む
と
、
よ
く
効
き
ま

す
。
痛
み
が
ひ
ど
く
な
っ
て
、
ど

う
し
よ
う
も
な
い
状
態
で
飲
ん
で

も
、
あ
ま
り
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん

（
あ
く
ま
で
個
人
の
意
見
で
す
）。

　
次
に
多
い
質
問
は
、「
あ
の
先

生
ど
う
な
ん
？
」
で
す
。
地
元
で

暮
ら
し
て
い
る
と
、
そ
う
い
っ
た

話
が
多
い
で
す
。
実
際
は
、
よ
く

分
か
ら
な
い
の
が
本
音
で
す
。

　
わ
た
し
は
加
東
市
民
病
院
以
外

の
病
院
・
医
院
に
行
く
機
会
が
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、

受
診
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
の
で
、
比
較
で
き
な
い
の
で

す
。

　
わ
た
し
は
当
院
を
気
に
入
っ
て

受
診
し
て
い
ま
す
。
た
ま
に
入
院

も
し
ま
す
。

　
薬
の
手
配
が
う
ま
く
い
か
な
い

時
、「
患
者
優
先
で
が
ん
ば
っ
て

く
れ
」
と
、
い
つ
も
は
、
お
と
な

し
い
医
師
が
大
き
な
声
を
出
し
ま

す
。

　
あ
る
い
は
、
お
酒
の
席
で
「
こ

ん
な
治
療
を
し
た
い
。
何
と
か
助

け
た
い
」
と
熱
く
語
り
ま
す
。

　
休
み
の
日
に
も
入
院
患
者
の
様

子
を
見
に
来
ま
す
。

　
そ
ん
な
本
気
の
姿
を
見
て
も
ら

え
な
い
の
が
少
し
残
念
で
す
。

 
日
々
の
健
康
を
考
え
る
時
、
自

分
に
合
っ
た
医
療
が
見
つ
か
る
か

ど
う
か
が
、
と
て
も
大
切
で
す
。

加
東
市
民
病
院
が
、
み
な
さ
ま
か

ら
選
ば
れ
る
病
院
で
あ
る
よ
う
が

ん
ば
り
ま
す
。

病
院
薬
局
の
裏
話

薬
剤
師
 
田
中
　
幸
典

対象者
　　加東市に住民登録があり、市民税所得割が

非課税の方で、次のいずれかに該当する方
　①満６５歳以上の方
　②身体障害者手帳１級～６級をお持ちの方　

　（申請時には手帳を持参してください）
助成額
　１回につき５００円（医療行為を除く）
　※申請月から１か月あたり１枚を交付します
申込時に必要なもの
　○対象者本人が申請する場合
　　印鑑、本人確認書類

　○代理の方が申請する場合
　　対象者の印鑑と本人確認書類、
　　代理の方の印鑑と本人確認書類
　◎本人確認書類には、以下のものをひとつ持

　参してください。
　　運転免許証、パスポート、写真付住民基本

　台帳カード、健康保険証、介護保険証、身
　体障害者手帳、年金手帳または年金証書、　
　後期高齢者医療受給者証

申込期間
　３月２６日（水）から（土・日・祝日を除く）

　加東市では高齢者や障害者の方が、はりやマッサージなどの施術を受けられる際、その
費用の一部を助成するための利用券を交付しています。
　現在お持ちの利用券の有効期限は、3月31日（月）までです。4月以降も、利用券の交付を
希望される方は、高齢介護課までお越しください。

はり・きゅう・あんま・
マッサージ・指圧施術利用券が新しくなります
はり・きゅう・あんま・
マッサージ・指圧施術利用券が新しくなります
はり・きゅう・あんま・
マッサージ・指圧施術利用券が新しくなります

　７０歳から７４歳の方の窓口負担は、法律により２
割と定められていますが、国の特例措置でこれま
で１割負担とされていました。平成２６年度から、
より公平な仕組みとするため、この特例措置が見
直されることとなりました。

　誕生日が昭和１９年４月２日以降の方
○７０歳の誕生月の翌月（ただし、各月１日が誕
　生日の方はその月）の診療から、窓口負担が２
割になります。

　（例えば、平成２６年４月２日～５月１日に７０歳の誕
生日を迎える方は、５月の診療から２割負担に
なります。）
○なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定め
　られていますが、７０歳から２割負担となる方は、
　６９歳までと比べて上限額が下がります。

誕生日が昭和１９年４月１日までの方
○平成２６年４月以降も医療費の窓口負担は１割のま
ま変わりません。

　（平成２６年３月２日～４月１日に７０歳の誕生日を迎
える方は、これまでの３割負担から１割負担に
なります。）
○窓口負担の毎月の負担上限額も変わりません。

※加東市国民健康保険に加入されている方は毎年
　８月に所得区分の見直しを行っていますので、
　負担割合が変更になる場合があります。
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、対
　象ではありません。

問い合わせ　市民安全部保険・医療課　　４３－０５００

70歳～74歳のみなさんへ
医療費の自己負担割合について
のお知らせ

70歳～74歳のみなさんへ
医療費の自己負担割合について
のお知らせ

　留学生との家族ぐるみの交流を通じて、楽しく
異文化を学びませんか。留学生は大学の寮に滞在
しますので、ホームステイではありません。お互
いの都合の良い時に一緒に食事をしたり、出かけ
たり、各家庭のペースで気軽に交流していただけ
ます。平成２５年度は、３７家庭と留学生４３人が家
族として交流されました。

対　　象　国際交流協会の会員家庭
　　　　　（加東市内・外問わず）
　　　　　※フレンドシップファミリーへの申し
　　　　　　込み時にも入会していただけます。

活動期間　平成２６年４月～平成２７年３月

募集期限　３月２０日（木）

申し込み・問い合わせ　
　企画部企画政策課
　　４３－０３８８　FAX４２－５６３３
　メールアドレス　kokusaikoryu@city．kato．lg．jp

加東市国際交流協会事業
兵庫教育大学留学生の
フレンドシップファミリー募集

　平成２５年度に交付した接種券の有効期限が近づいています。まだ接種
されていない方は、お早めに実施医療機関へ申込みのうえ、接種を受け
てください。

※接種券の利用ができない医療機関で接種された場合は、償還払い（払い戻し）の
手続きができます。（平成２５年４月１日以降の接種分）手続きは２６年３月３１日まで。

問い合わせ　市民安全部健康課（保健センター）　　４３－０４３５

◎上記に関わらず、所得が定められた基準を超え
　ている方（現役並み所得者）は、これまでどお
　り３割負担です。

◎上記に関わらず、所得が定められた基準を超え
　ている方（現役並み所得者）は、これまでどお
　り３割負担です。

申し込み・問い合わせ　福祉部高齢介護課　　４３－０４４０

風しん予防接種券の有効期限は３月３１日です風しん予防接種券の有効期限は３月３１日です風しん予防接種券の有効期限は３月３１日です風しん予防接種券の有効期限は３月３１日です
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